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一関市国際交流活動支援補助金交付要綱 

（目的） 

第１ 国際化の促進及び多文化共生のまちづくりの推進のため、国際交流又は多文化共生

の推進を図ることを目的とした事業を実施する団体に対し、予算の範囲内で、一関市補

助金交付規則（平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。）及びこの告示によ

り補助金を交付する。 

（補助の対象） 

第２ 補助金の交付対象となる団体（以下「補助対象団体」という。）は、市民又は市内

に活動拠点を有する団体若しくは法人で組織する団体とする。ただし、次の各号のいず

れかに該当する団体は、補助金の交付対象としない。 

⑴ 営利を目的とする事業を行う団体 

⑵ 政治活動又は宗教活動を目的とする事業を行う団体 

⑶ 構成員数が５人未満の団体 

⑷ 一関市暴力団排除条例（平成27年一関市条例第38号）第２条第２号に規定する暴力

団若しくは同条第４号に規定する暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な

関係が認められる団体 

⑸ 前各号に定めるもののほか、補助金の交付を受けることが適当でないと市長が認め

る団体 

（補助対象事業） 

第３ 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に掲げる事業と

する。 

⑴ 国際交流推進事業 本市に居住し、又は通勤若しくは通学をする外国籍の住民（以

下「外国人市民等」という。）と市民との交流会の開催等国際交流を推進する事業 

⑵ 在住外国人支援事業 外国人市民等を支援する事業 

⑶ 日本語教室事業 外国人市民等に対し日本語学習（１回当たり60分以上のものに限

る。）の機会を提供する事業 

⑷ 外国からの招へい事業 外国人と市民の交流を目的としたもので、市内の一般家庭

に一時的に滞在（１週間を限度とするものに限る。）し、その家庭の一員として生活

するとともに、日本文化の体験又は市内の学校、企業等との交流等を行う事業 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が不適当と認める事業は対象としない。 

（対象経費及び補助金の額） 

第４ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額 

は別表第１のとおりとする。ただし、他の団体から補助対象事業に係る補助金の交付を 
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受ける場合は、補助対象経費から当該補助金の額を除くものとする。 

（補助事業の経費の配分及び内容の変更） 

第５ 規則第６条第１項第１号及び第２号に規定する市長が定める軽微な変更は、次に掲 

げる変更以外の変更とする。 

⑴ 事業の目的や内容の著しい変更 

⑵ 補助金の額の変更 

（申請の取下期日） 

第６ 規則第８条第１項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受

領した日から起算して15日以内とする。 

（前金払） 

第７ 補助金の前金払を請求しようとするときは、国際交流活動支援補助金前金払請求書

（様式第６号）を市長に提出するものとする。 

（提出書類及び提出期日） 

第８ 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第２のとおりと

する。 

 （書類の整備） 

第９ 補助金の交付を受けた者は、補助事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿、

証拠書類その他関係書類を整備し、補助金の支払いが完了した日の属する会計年度の翌

年から起算して５年間保管しなければならない。 

 （立入検査等） 

第 10 市長は、補助事業に関し必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対

して、必要な報告を求め、当該職員に、その事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類そ

の他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ、又は必要な事項を指示する

ことができる。 

２ 補助対象団体は、前項の規定による場合には、それに応じなければならない。 

 （補則） 

第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

制定文 抄 

令和６年４月１日から施行する。 
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別表第１（第４関係） 

事業区分 対象経費 補助金の額 

国際交流推進事

業 

報償費、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本

費、通信運搬費、手数料、保険料、使用料、

賃借料、委託料その他市長が認める経費 

対象経費の３分の２以

内の額とし、10万円を

限度とする。 

在住外国人支援

事業 

報償費、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本

費、通信運搬費、手数料、保険料、使用料、

賃借料、委託料その他市長が認める経費 

対象経費の３分の２以

内の額とし、10万円を

限度とする。 

日本語教室事業 報償費、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本

費、通信運搬費、手数料、保険料、使用料、

賃借料、委託料その他市長が認める経費 

対象経費の５分の４以

内の額とし、日本語教

室の開催回数に４千円

を乗じて得た額を限度

とする。 

外国からの招へ

い事業 

報償費、旅費、消耗品費、燃料費、食糧費、

印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、

使用料、賃借料、委託料その他市長が認める

経費 

対象経費の10分の10以

内の額とし、100万円を

限度とする。 

備考 参加者の旅費は対象経費としない。ただし、外国からの招へい事業については、

被招へい者分の旅費、食糧費は対象経費とする。 
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別表第２（第８関係） 

条項 提出書類及び添付書類 様式 提出期限 

規則第４条の規定に

よる書類 

国際交流活動支援補助金交付申請書 第１号 別に定める 

１ 事業計画書 第２号

２ 収支予算書 第３号

３ 団体等に関する調書  

４ 暴力団排除に関する誓約書  

５ その他市長が必要と認める書類  

規則第６条第１項第

１号、第２号及び第

３号の規定による書

類 

国際交流活動事業変更（中止、廃止）承

認申請書 

第４号 変更（中止、

廃止）の事由

の生じた日か

ら15日以内 

収支予算書 第３号

規則第13条第１項の

規定による書類 

国際交流活動支援補助金請求（精算）書 第５号 別に定める 

１ 事業実績書 第２号

２ 収支精算書 第３号

３ 事業の写真  

４ その他市長が必要と認める書類
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様式第１号（別表第２関係） 

年  月  日 

一関市長   様 

所在地 

名称 

代表者 

国際交流活動支援補助金交付申請書 

     年度において、国際交流活動支援補助金の交付を受けたいので、一関市補助金

交付規則により関係書類を添えて次のとおり補助金の交付を申請します。 

補助金交付申請額 金        円 
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様式第２号（別表第２関係） 

事業計画（実績）書 

⑴ 国際交流推進事業 

事業名 
予定（実施）年月日

及び回数 
内容 

⑵ 在住外国人支援事業 

事業名 
予定（実施）年月日

及び回数 
内容 

⑶ 日本語教室事業 

教室名 
予定（実施）年月日

及び回数 
内容 

⑷ 外国からの招へい事業 

事業名 
予定（実施）年月日

及び回数 
内容 
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様式第３号 

収支予算（精算）書 

⑴ 国際交流推進事業 

 収入の部                              （単位：円） 

区分 予算額 精算額 摘要 

市補助金    

自己資金    

その他の収入

合計    

 支出の部                              （単位：円） 

区分 予算額 精算額 摘要 

合計    

⑵ 在住外国人支援事業 

 収入の部                              （単位：円） 

区分 予算額 精算額 摘要 

市補助金    

自己資金    

その他の収入

合計    

 支出の部                              （単位：円） 

区分 予算額 精算額 摘要 

合計    
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⑶ 日本語教室事業 

 収入の部                              （単位：円） 

区分 予算額 精算額 摘要 

市補助金    

自己資金    

その他の収入

合計    

 支出の部                              （単位：円） 

区分 予算額 精算額 摘要 

合計    

⑷ 外国からの招へい事業 

 収入の部                              （単位：円） 

区分 予算額 精算額 摘要 

市補助金    

自己資金    

その他の収入

合計    

 支出の部                              （単位：円） 

区分 予算額 精算額 摘要 

合計    

⑸ 国際交流活動支援補助金申請額                   （単位：円） 

国際交流推進事

業 

在住外国人 

支援事業 
日本語教室事業

外国からの 

招聘事業 
合計 

添付資料 

事業（実績）の詳細が分かる資料 
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様式第４号（別表第２関係） 

年  月  日 

一関市長       様 

所在地 

名称 

代表者 

国際交流活動事業変更（中止、廃止）承認申請書 

    年  月  日付け一関市指令 第   号で補助金の交付の決定の通知があっ

た国際交流活動事業について、次のとおり変更（中止、廃止）したいので、一関市補助金

交付規則により関係書類を添えて、承認を申請します。 

変更等事由発生年月日  

変更（中止、廃止）の内容  

変更（中止、廃止）の理由  

 備考 

  １ 変更前と変更後を容易に比較対照できるように、適宜工夫して記載すること。 

  ２ 添付書類は、変更内容が容易に比較できるように変更前を括弧書きで上段に記載

すること。 
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様式第５号（別表第２関係） 

   年  月  日 

一関市長     様 

所在地 

名称 

代表者 

国際交流活動支援補助金請求（精算）書 

    年  月  日付け一関市指令 第   号で補助金の交付の決定の通知があっ

た国際交流活動支援補助金について、一関市補助金交付規則により関係書類を添えて、次

のとおり補助金を請求します。 

補 助 金 請 求 額   金        円 

補助金交付決定額      金        円 

前金払受領済額   金        円 

 補助金の振込先 

金融機関名 （銀行・信用金庫・農協） 支店名  

（フリガナ）

口座名義 

口座番号 普通・当座  

（注） 精算の結果、交付を受ける補助金がない場合は、「補助金を請求」を「精算」

と記載すること。 
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様式第６号（第７関係） 

    年  月  日 

一関市長       様 

所在地 

名称 

代表者 

国際交流活動支援補助金前金払請求書 

    年  月  日付け一関市指令 第    号で補助金の交付の決定の通知があ

った国際交流活動支援補助金について、補助金の前金払を受けたいので、次のとおり請求

します。 

補助金交付決定額      金        円 

既 受 領 済 額   金        円 

今回前金払受請求額   金        円 

 補助金の振込先 

金融機関名 （銀行・信用金庫・農協） 支店名  

（フリガナ）

口座名義 

口座番号 普通・当座  


